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除雪、交通安全

お問合せ先
降雪時（除雪対策本部）：長浜地区（7X５９８８）、浅井地区（7a３０２０）、びわ地区（7_５２５５）
平常時：長浜地区（7X６５３１・道路河川課）、浅井地区（7a４３５５・産業建設課）、

びわ地区（7_５２５５・産業建設課）

環境、年金

除雪作業にご協力ください
①路上駐車をしないで！
除雪車が通れないことがあります。

②スノーポールをさわらないで！
道幅や危険箇所の目的として赤く塗った竹や紅白
のポールを道路脇に設置していますので、さわら
ないでください。

③溝ふたを開けたままにしないで！
側溝に排雪した後、溝ふたが開けたままになって
いることがあります。事故の原因になりますので、
きちんと閉めてください。

④道路上の鉄板撤去を！
段差解消などで道路に設置している鉄板は除雪車
がはね上げる危険がありますので、道路上から撤
去してください。

⑤玄関前は各家庭で除雪を！
除雪車が通った後、玄関前に雪が残ることがあり
ます。玄関前の雪は各家庭で除雪をお願いします。

⑥木の枝の処置を！
雪が降ると雪の重みで竹や木の枝が道路上に倒れ
る危険性があります。所有されている人は雪が降
る前に処置をお願いします。

今年も地区ごとに対策本部を設置し、地域特性に
応じた除雪を行います。
除雪は、幹線市道が優先となりますので、除雪路

線に指定されていない市道や生活道路、歩道、通学
路、消火栓付近は地域のみなさんで除雪していただ
きますよう、ご協力をお願いします。

12月1日から

除雪体制スタート浄化槽の「保守点検」「清掃」「法定検査」は
必ず行いましょう！

平成21年1月４日から
運転免許証のＩＣカード化スタート

積雪10㎝で除雪
みなさんもご協力をお願いします

◆メリットは？
①免許証の偽造・変造の防止　　　　　

②プライバシーの保護

◆申請時に暗証番号が必要です！
暗証番号は４桁の数字２組です。

□□□□―□□□□　★事前のご準備を！

◆手数料が変わります！
現在の交付手数料に４５０円加算されます。

※１月４日は大変混雑が予想されますのでご了承ください。

お問合せは、運転免許センター(7077-585-1255)、運転免許センター米原分室(70749-52-5070)へ。

「ＩＣ免許証」とは、
ＩＣチップが内蔵された

免許証のこと

現在お持ちの免許証の有効期間
が満了するまでは、変更する必
要はありません。

本籍欄は空欄になります。

ＩＣチップが内蔵されます。

浄化槽は、微生物のはたらきで生活排水などを
処理する施設です。微生物が活動しやすい状況を
常に保つためは、保守点検、掃除、法定検査の受
検が必要です。これらを怠ると浄化槽の機能が弱
くなり、未処理の汚水が排出されたり、故障の原
因になりますので、定期的に行いましょう。

※公共下水道の供用開始区域内では、公共下水道へ
の接続が法的に義務付けられています。

保守点検 ・機器類の点検・調整
・消毒剤の補給など

清　　掃 ・スカムや汚泥の抜き取り
・附属装置などの洗浄や清掃

法定検査 ・浄化槽法で年一回の受験が
義務付けられています

お問合せは、市環境保全課(7X６５１３)へ。

お問合せは、『ねんきんダイヤル』（70570-05-1165）、または
彦根社会保険事務所年金給付課（70749-23-1116）まで。

■法定検査の実施機関（滋賀県知事指定検査機関）
社団法人滋賀県生活環境事業協会
(7077-554-9271)

年末のし尿収集はお早めに
《12月27日～1月４日は収集を休みます》
年末は収集の申し込みが集中しますので、

早めに右の委託業者へお申し込みください。

○長浜地区
㈱ライフリリーフ（7UU１３５６）
橋本クリーン産業㈱（7UU４０９５）

○浅井・びわ地区
虎姫衛生企業組合（7aa８４４４）

老齢や退職による年金は、所得税法上「雑所得」として所得税が課
せられます。課税の対象となる方には、社会保険業務センターより
「扶養親族等申告書」が送付されています。提出がお済みでない方は
至急提出してください。提出がない場合は、各種控除が受けられず所
得税が多く徴収されることになるので、もう一度ご確認ください。

○「扶養親族等申告書」の提出はお済みですか？

平成20年の所得から控除されるのは、平成20年１月1日から平成
20年12月31日までに納付された保険料です。過去の納め忘れの保険
料を納付した場合や、家族の方の保険料を納付した場合も社会保険料
控除の対象になります。納め忘れがないかご確認ください。

○国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象になります！

ご確認ください！
一日社会保険相談所

(予約制年金相談)

■日程
12月18日(木)、1月21日(水)
■場所
長浜市社会福祉協議会(市役所隣)
■相談時間
午前10時～午後4時
■申込方法
希望される相談日の１ヵ月前
から下記の予約専用電話でお
申し込みください。

【予約専用電話】
7０７４９－２３－５４８９
(彦根社会保険事務所)

国　民　年　金


